
　　・交通至難な島等に居住・滞在
　　・住所移転のため、本市以外に居住
　　・天災又は悪天候により投票所に行くことが困難

請　求　内　容
（該当するものの太枠内に✔）

大阪府外へ転出された方は、
大阪府知事選挙の投票を
することができません。

　　　年　　　 　月　　　　日

(注) この日以降の発送になります。複数の選挙を請求される場合、まとめての発送となりま
す。個別での送付を希望される場合は、八尾市選挙管理委員会までお問い合わせください。

○
1月31日 1月27日 1月31日 1月31日 1月22日 1月27日 1月31日

○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○ ○

　　・疾病、負傷、出産、老衰、身体障がい等のため歩行が困難又は刑事施設等に収容

知事
衆議院

国民審査
発送日(注)

※各選挙及び審査の不在者投票期間が異なりますのでご注意ください。

（あて先）八尾市選挙管理委員会委員長

フ　リ　ガ　ナ 連　絡　先

不在者投票宣誓書・請求書

　私は、令和８年２月８日執行大阪府知事選挙、第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官
国民審査の当日、下記のいずれかの事由に該当する見込みなので、以下の記載が真実に相違ないことを宣誓し、
あわせて投票用紙及び不在者投票用封筒を請求します。

   事由　　※選択不要
　　・仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事
　　・用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在

選挙人名簿に記載されている
八尾市の住所 八尾市

※連絡に使いますので携帯電話等の
番号を必ず記入してください。

1/28 2/4

（現住所と異なる場合のみ記入）

送　付　先 〒

氏　　　　名

生　年　月　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

現　住　所
　〒

以下は選管で記載します

投票区 名簿登録番号 －

（現住所以外の場所に滞在し、他の市区町村の
選挙管理委員会で投票する場合のみ記入）

※郵便物が確実に届くよう、送付先の住所は省略せず正確に記入してください。

　大阪府知事選挙の投票をする場合は、市区町村で発行する「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」の交
付を受けてこの宣誓書・請求書と併せて送付してください。なお、証明書にかえて引き続き大阪府内に住所を有するこ
との確認を受けることによって請求することができます。確認を受ける場合は、下記の「引続居住」を囲んでください。

公職選挙法施行令第59条の４第３項にもとづき申請をする場合は、右記の「引続居住」を囲んでください。

○

選挙の種類
大 阪 府 知 事 選 挙
第 51 回 衆 議 院 議 員 総 選 挙 及 び
第27回最高裁判所裁判官国民審査

備考 １　　・　　２

2/51/25 1/26 1/27

衆議院

国審

1/23

金

1/24

知事

1/29 1/30 1/31 2/1 2/2

土

〇 〇 〇

2/3 2/6 2/7

土 日 月 火 水 木 金 土

〇

×

×

〇 〇 〇 〇

日 月 木 金火 水

〇 〇

〇 〇〇

〇

× × × × 〇

〇

× ×

〇 〇

〇 〇〇

〇 〇

〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇

〇 〇 〇× ×

　　　※令和７年10月８日以降に大阪府内へ転出された方

× × × ×

不在者投票の方法については裏面
を参照してください。

大正 ・ 昭和
平成 ・ 西暦

引続居住



※

※

選挙及び審査の種類によって不在者投票期間が異なりますのでご注意ください。
詳細は表面をご覧ください。

発送日は、表面の各選択肢に記載のとおりです。発送までに時間を要しますので、
余裕をもってご請求ください。

八尾市以外の市区町村に滞在する方の不在者投票の方法

八
尾
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
る
方

（
選
挙
人

）

①　不在者投票宣誓書・請求書に必要事項を記入し送付
八
尾
市
選
挙
管
理
委
員
会

②　投票用紙・不在者投票証明書等の送付
※同封の投票上の注意事項をお守りください。

八尾市選挙管理委員会

〒５８１－０００３　大阪府八尾市本町１－１－１
電話　０７２－９２４－３８８６ （直通）

③

滞在地等の選挙管理委員会
④

②の書類を滞在地等の選挙管理委員会へ
持参し不在者投票をする

選挙人が記入した
投票用紙等の送付


